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議案第77号 説明資料 

幕別町手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町手数料条例 
（平成12年３月24日 条例第13号） 

 

第１条～第７条   略 

 

別表（第２条関係） 

番

号 

手数料を徴

収する事務 

手数料 

摘要 
名称 金額 

徴収

時期 

１

～

16

の

２ 

 略 

16

の

３ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）第５

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料 

イ 当該申請が住宅の新築に係る

ものである場合 １戸につき、

次に掲げる当該申請に係る１棟

の住宅の戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額を当該申

請及び当該申請と同時に行われ

た同一の住宅に係る認定申請の

総数で除して得た額（この額に

50円未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、50円以上100

申請

のと

き 

 略 

 

○幕別町手数料条例 
（平成12年３月24日 条例第13号） 

 

第１条～第７条   略 

 

別表（第２条関係） 

番

号 

手数料を徴

収する事務 

手数料 

摘要 
名称 金額 

徴収

時期 

１

～

16

の

２ 

 略 

16

の

３ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）第５

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料 

イ 当該申請が住宅の新築に係る

ものである場合 １戸につき、

次に掲げる当該申請に係る１棟

の住宅の戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額を当該申

請及び当該申請と同時に行われ

た同一の住宅に係る認定申請の

総数で除して得た額（この額に

50円未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、50円以上100

申請

のと

き 

 略 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

条第１項か

ら第３項ま

での規定に

基づく長期

優良住宅建

築等計画の

認定の申請

に対する審

査 

円未満の端数が生じたときはこ

れを100円に切り上げるものと

する。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

57,000円 

（住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成11年法律第81

号）第５条第１項に規定する登

録住宅性能評価機関による認定

に係る技術的審査（以下この

項、次項及び51の項から55の項

において「評価機関審査」とい

う。）を受けた場合にあっては

18,000円、同条第１項に規定す

る住宅性能評価（以下この項及

び次項において「住宅性能評

価」という。）を受けた場合に

あっては21,000円） 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

130,000円 

（評価機関審査を受けた場合に

あっては30,000円、住宅性能評

価を受けた場合にあっては

62,000円） 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

205,000円 

（評価機関審査を受けた場合に

あっては47,000円、住宅性能評

価を受けた場合にあっては

条第１項か

ら第５項ま

での規定に

基づく長期

優良住宅建

築等計画の

認定の申請

に対する審

査 

円未満の端数が生じたときはこ

れを100円に切り上げるものと

する。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

58,000円 

（住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成11年法律第81

号）第６条の２第３項又は第４

項に規定する長期使用構造等で

あるかどうかの確認（以下この

項及び次項において「長期使用

構造等確認」という。）を受け

た場合にあっては、19,000円） 

 

 

 

 

 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

130,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合にあっては、31,000円） 

 

 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

206,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合にあっては、48,000円） 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

98,000円） 

ロ 当該申請が住宅の増築又は改

築に係るものである場合 １戸

につき、次に掲げる当該申請に

係る１棟の住宅の戸数の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

を当該申請及び当該申請と同時

に行われた同一の住宅に係る認

定申請の総数で除して得た額

（この額に50円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数が生じ

たときはこれを100円に切り上

げるものとする。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

84,000円 

（評価機関審査を受けた場合に

あっては、25,000円） 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

193,000円 

（評価機関審査を受けた場合に

あっては、43,000円） 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

306,000円 

（評価機関審査を受けた場合に

あっては、69,000円） 

16

の

４ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

長期

優良

住宅

イ 住宅の建築に関する工事の着

手予定時期及び完了予定時期並

びに譲受人の決定の予定時期の

申請

のと

き 

 略 

 

ロ 当該申請が住宅の増築又は改

築に係るものである場合 １戸

につき、次に掲げる当該申請に

係る１棟の住宅の戸数の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

を当該申請及び当該申請と同時

に行われた同一の住宅に係る認

定申請の総数で除して得た額

（この額に50円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数が生じ

たときはこれを100円に切り上

げるものとする。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

85,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合にあっては、26,000円） 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

193,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合にあっては、44,000円） 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

307,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合にあっては、69,000円） 

16

の

４ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

長期

優良

住宅

イ 住宅の建築に関する工事の着

手予定時期及び完了予定時期、

譲受人の決定の予定時期並びに

申請

のと

き 

 略 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

る法律（以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料 

変更のみの場合 

 

１戸につき 

1,000円 

ロ 当該申請が住宅の新築に係る

ものである場合（イに掲げる場

合を除く。） １戸につき、次

に掲げる当該申請に係る１棟の

住宅の戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額を当該申請

及び当該申請と同時に行われた

同一の住宅に係る変更認定申請

の総数で除して得た額（この額

に50円未満の端数が生じたとき

はこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数が生じたとき

はこれを100円に切り上げるも

のとする。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

34,000円 

（評価機関審査を受けた場合又

は長期使用構造等の変更がない

場合（以下この項において「評

価機関審査を受けた場合等」と

いう。）にあっては14,000円、

住宅性能評価を受けた場合にあ

っては16,000円） 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

73,000円 

る法律（以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料 

管理者等の選任の予定時期の変

更のみの場合 

１戸につき 

1,000円 

ロ 当該申請が住宅の新築に係る

ものである場合（イに掲げる場

合を除く。） １戸につき、次

に掲げる当該申請に係る１棟の

住宅の戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額を当該申請

及び当該申請と同時に行われた

同一の住宅に係る変更認定申請

の総数で除して得た額（この額

に50円未満の端数が生じたとき

はこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数が生じたとき

はこれを100円に切り上げるも

のとする。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

34,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合又は長期使用構造等の変更

がない場合（以下この項におい

て「長期使用構造等確認を受け

た場合等」という。）にあって

は、15,000円） 

 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

74,000円 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

（評価機関審査を受けた場合等

にあっては24,000円、住宅性能

評価を受けた場合にあっては

40,000円） 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

117,000円 

（評価機関審査を受けた場合等

にあっては38,000円、住宅性能

評価を受けた場合にあっては

63,000円） 

ハ 当該申請が住宅の増築又は改

築に係るものである場合（イに

掲げる場合を除く。） １戸に

つき、次に掲げる当該申請に係

る１棟の住宅の戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額を

当該申請及び当該申請と同時に

行われた同一の住宅に係る変更

認定申請の総数で除して得た額

（この額に50円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数が生じ

たときはこれを100円に切り上

げるものとする。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

49,000円 

（評価機関審査を受けた場合等

にあっては、20,000円） 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 

（長期使用構造等確認を受けた

場合等にあっては、24,000円） 

 

 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

117,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合等にあっては、38,000円） 

 

 

ハ 当該申請が住宅の増築又は改

築に係るものである場合（イに

掲げる場合を除く。） １戸に

つき、次に掲げる当該申請に係

る１棟の住宅の戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額を

当該申請及び当該申請と同時に

行われた同一の住宅に係る変更

認定申請の総数で除して得た額

（この額に50円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数が生じ

たときはこれを100円に切り上

げるものとする。） 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

49,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合等にあっては、20,000円） 

⑵ 住宅の戸数が２戸以上５戸以

内のもの 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

109,000円 

（評価機関審査を受けた場合等

にあっては、34,000円） 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

174,000円 

（評価機関審査を受けた場合等

にあっては、55,000円） 

16

の

５ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第９

条第１項の

規定に基づ

く譲受人を

決定した場

合における

認定長期優

良住宅建築

等計画の変

更の認定の

申請に対す

る審査 

譲受

人を

決定

した

場合

にお

ける

認定

長期

優良

住宅

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料 

 

1,800円 申請

のと

き 

 

16

の

６

～ 

 略     

109,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合等にあっては、34,000円） 

⑶ 住宅の戸数が６戸以上のもの 

174,000円 

（長期使用構造等確認を受けた

場合等にあっては、55,000円） 

16

の

５ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第９

条第１項の

規定に基づ

く譲受人を

決定した場

合又は同条

第３項の規

定に基づく

管理者等が

選任された

場合におけ

る認定長期

優良住宅建

築等計画の

変更の認定

の申請に対

する審査 

譲受

人を

決定

した

場合

等に

おけ

る認

定長

期優

良住

宅建

築等

計画

変更

認定

申請

手数

料 

1,800円 申請

のと

き 

 

16

の

６

～ 

 略     
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現  行  条  例 改  正  条  例 

50  

51 都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成24

年法律第84

号。以下こ

の項におい

て「法」と

いう。）第

53条第１項

の規定に基

づく低炭素

建築物新築

等計画の認

定の申請に

対する審査 

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定申

請手

数料 

イ 住戸を単位として認定を申請

する場合 次に掲げる当該申請

に係る１棟の住宅の当該申請の

対象である戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

43,700円 

（評価機関審査を受けた場合に

あっては、9,000円） 

 

 

 

 

 

 

⑵～⑷   略 

ロ～ハ   略 

認定

申請

のと

き 

 略 

52

～

58 

 略 

備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律

（これに基づく法令を含む。）若しくは政令又は条例（これに基づく規則

を含む。）若しくは規則における用語の意義及び字句の意味によるものと

する。 

 

 

 

 

 

50   

51 都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成24

年法律第84

号。以下こ

の項におい

て「法」と

いう。）第

53条第１項

の規定に基

づく低炭素

建築物新築

等計画の認

定の申請に

対する審査 

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定申

請手

数料 

イ 住戸を単位として認定を申請

する場合 次に掲げる当該申請

に係る１棟の住宅の当該申請の

対象である戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

⑴ 住宅の戸数が１戸のもの 

43,700円 

（住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定す

る登録住宅性能評価機関による

認定に係る技術的審査（以下こ

の項から55の項までにおいて

「評価機関審査」という。）を

受けた場合にあっては、9,000

円） 

⑵～⑷   略 

ロ～ハ   略 

認定

申請

のと

き 

 略 

52

～

58 

 略 

備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律

（これに基づく法令を含む。）若しくは政令又は条例（これに基づく規則

を含む。）若しくは規則における用語の意義及び字句の意味によるものと

する。 

 


